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史跡・名勝・天然記念物・文化的景観指定等の流れ

※は国庫補助事業

調 査 一般調査 （調査官による指定調査)
特別調査 ※（天然記念物緊急調査事業)

※（発掘調査等(重要遺跡確認緊
急調査事業))

中世城館遺跡・近世大名家墓所等保存検討
委員会及び産業交通土木に関する遺跡等の
保存検討会
近代遺跡の調査等に関する検討会
文化的景観保存活用事業（モデル事業）
※(歴史の道整備活用推進事業)

文化審議会文化財分科会 (第三専門調査会）

史跡・名勝・天然記念物の指定、文化的景観の選定

保存管理計画・保存管理の方針 ※(保存管理計画策定事業)

管理・修理・ 現状変更規制
整備等の方針 の基準

保存施設・ 現状変更規制
防災施設設置

※（史跡等保存・防災施 現状変更不許可又は
設設置事業) 不許可同様の指導

史跡等保存修理 民有地の買上げ ※(史跡等買上事業)

※（史跡等保存修理事業）

整備・史跡公園としての活用 史跡等環境整備
※(史跡等保存修理事業)

史跡等における歴史的建造物等の ※(史跡等総合整備活用
復元に関する専門委員会 推進事業）
史跡等の整備の在り方に関する ※(歴史の道整備活用推進事
調査研究会 業）

天然記念物緊急調査 ※(天然記念物緊急調査事業)
天然記念物保護増殖 ※(天然記念物再生事業)
天然記念物食害対策 ※(天然記念物食害対策事業)
天然記念物の整備・活用 ※(史跡等保存修理事業)



重要文化財（建造物）指定の流れ

補助事業での調査

重 要 物 件 の 選 定 （近代化遺産総合調査，近代和風建築総合調査）

その他（学術論文・報告等，地方公共団体の単独調査）

現地調査（価値・規制等の説明，実測・写真撮影等

候 補 物 件 調 査 記録等の資料調査）

＊必要に応じて都道府県・市町村の協力

＊所有者等関係者の立会い

＊運用上，所有者等関係者の同意を得ている

諮 問 案 作 成

決 裁

文 部 科 学 大 臣

諮 問 ( 84 2 1 1 )文化財保護法第 条の 第 項第 号

文 化 審 議 会 調査依頼

第二専門調査会

（文化財分科会） 報 告

答 申

文 部 科 学 大 臣

官報告示、通知( 28 1 )文化財保護法第 条第 項

指 定

指定書交付( 28 3 )文化財保護法第 条第 項

所 有 者



登録有形文化財の登録の流れ

補助事業での調査

登 録 物 件 の 選 定 （近代化遺産総合調査，近代和風建築総合調査）

その他（学術論文・報告等，地方公共団体の単独調査）

所有者への事前相談・同意

現地調査（価値・規制等の説明，実測・写真撮影等

候 補 物 件 調 査 記録等の資料調査）

＊必要に応じて都道府県・市町村の協力

＊所有者等関係者の立会い

登録について意見照会( )法第５６条の２第２項

関係地方公共団体

諮 問 案 作 成

決 裁

文 部 科 学 大 臣

諮 問 ( 84 2 1 1 )法第 条の 第 項第 の２号

文 化 審 議 会 調査依頼

第二専門調査会

（文化財分科会） 報 告

答 申

文 部 科 学 大 臣

文化財登録原簿に登録( 1 )法第５６条の２第 項

官報告示、通知( 1 )法第５６条の２の２第 項

登 録

登録証交付( 3 )法第５６条の２の２第 項

所 有 者



重要伝統的建造物群保存地区選定の流れ

保存条例制定の文化庁長官への報告（文化財保護法第

１４３条） （文化財保護法第１４３条第４項）伝統的建造物群保存

地区保存条例の制定 市町村伝統的建造物群保存地区保存審議会の設置

市町村伝統的建造物群保存地区保存審議会の意見

聴取

〔都市計画区域内〕都市計画法に定める手続（市

町村）

〔都市計画区域外〕都市計画法の手続に準じた手

続（市町村教育委員会）

伝統的建造物群保存

地区の決定 告示

（文化財保護法第１４３条第４項）文化庁長官への報告

（文化財保護法第１４４条）市町村から文部大臣

への選定の申出

現地調査（文化財としての価値を調査）

候 補 地 区 調 査 ＊必要に応じて都道府県・市町村の協力

＊所有者等関係者の立会い

諮 問 案 作 成

決 裁

文 部 科 学 大 臣 ( 153 1 11 )文化財保護法第 条第 項第 号

諮 問

文 化 審 議 会 調査依頼

第二専門調査会

（文化財分科会） 報 告

答 申

文 部 科 学 大 臣

官報告示( )文化財保護法第１４４条第２項

選 定

通 知( )文化財保護法第１１４条第２項

市 町 村


